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第２章 受援対象業務の特定 

 

１ 基本的な考え方 

災害時、被災市町村が実施する災害対応業務は、発生直後から多岐に渡る。被災市町

村職員でなければ実施できない業務もあるが、業務の一部や全部に対して、受援対象と

することが可能である。市町村が応援を円滑に受入れるためには、受援対象業務の全体

像を、県をはじめとする応援側と共有しておく必要がある。 

災害発生後に被災市町村では、受援調整組織を設置し、円滑に応援を受入れる体制を

整備するとともに、応援を受けて実施する業務をあらかじめ特定した上で、その業務内

容を整理し、応援側に依頼する範囲を明らかにしておくことで、応援の実効性を高めて

おくものとする。 

 

２ 受援対象業務の特定 

（１）受援対象業務の全体像 

「群馬県災害時受援・応援計画」では、受援・応援対象業務を次のとおり整理して

いる。 

また、次の図「地震対応時の主な業務と応援との関係」を参考に、市町村は、どの

ようなフェーズにおいて、どのような組織や団体から応援を受けることになるか検討

し、受援対象業務の全体像を明らかにしておくものとする。 

特に、円滑に応援を受け入れるための基盤となる受援調整組織（図＜地震対応時の

主な業務と応援との関係＞⑤「応援・受援体制の整備」）の業務自体も応援職員の受

入れが可能な業務であることに留意するものとする。 
 
＜群馬県災害時受援・応援計画＞ 

（第２章 支援の受入れ・応援体制） 

３ 受援・応援対象業務 

群馬県業務継続計画（ＢＣＰ）に定める非常時優先業務のうち災害応急業務で応

援を必要とする業務及び県内市町村が応援を要する災害応急業務を受援・応援対象

業務とする。 

ただし、既に独自の枠組みを持つ支援（国等による定型化された応援等）につ

いては、既に定められたスキーム等に基づき対応することを原則とする。 
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［県において想定される受援業務］ 

・物資の受入れ、物資集積拠点の運営 

・災害箇所調査、査定準備、応急復旧  等 

 

［市町村において想定される受援業務］ 

・避難所運営 

・物資の受入れ、物資集積拠点の運営 

・災害ボランティアの受入れ 

・住家の被害認定調査 

・罹災証明書の発行 

・災害箇所調査、査定準備、応急復旧 

・避難所等での健康相談、健康調査、健康指導等 

・みなし仮設住宅の申込み受付  等 
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＜地震対応時の主な業務と応援との関係＞ 

 

「地方都市等における地震対応のガイドライン」（内閣府（防災担当）策定）における「地方都市等における地震対応の基本的な流れ」を基にした受援・応援業務の全体像 
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（２）必要資源の種類と調達 

災害対応業務を実施する上で必要な資源は、「人的資源」と「物的資源」に大別され

るが、その他に災害対応業務実施のための活動拠点となる「施設」や、あらゆる移動に

活用される「車両・燃料」なども資源の要素として挙げられる。 

具体的に必要となる人的・物的資源などの種類や内容は、それぞれ業務によって異

なるため、あらかじめ災害対応上で求められる業務ごとに必要な資源を整理し、リス

ト化しておくよう努めるものとする。 

また、災害対応上では、資源が必要な局面や状況において、極力資源が不足するこ

とのないよう、状況の変化に合わせて必要な資源を見積もることを心掛けることが重

要である。 

【参考】基本的な必要資源の調達・管理の流れ 

 
 

 
「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（内閣府（防災担当）策定）から抜粋 
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（３）人的・物的資源の流れ 

ア 市町村は、県や協定締結先団体等の応援側組織と次の人的・物的資源のフロー全

体を共有しておく必要がある。 

①、②は受援側の市町村が、また、③～⑤は応援側が実施主体となることが原則で

ある。⑥～⑧は「資源管理機能」として、受援・応援の双方が取り決めに応じ、必要

な手続きを実施することになる。 

イ 災害対応の目的達成のためには、連絡調整が欠かせず、受援・応援の状況の認識

の統一は、連絡調整によって実現することから、人的・物的資源の流れを通じて、市

町村は、応援側組織と連絡調整を積極的に実施するものとする。 

 

＜人的・物的資源の流れ＞ 

 
「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（内閣府（防災担当）策定）から抜粋 

（４）受援対象業務の具体的な内容の整理 

応援側に依頼する業務の範囲を明らかにし、応援の実効性を高めるため、上記（１）

の受援対象業務について、次の例を参考に業務実施の具体的な内容を整理するととも

に、被災市町村と応援側の役割分担が分かるように整理しておくことが重要である。 

なお、ＤＭＡＴや緊急消防援助隊のような国等による定型化された応援等について

は、仕組みや手順は整備されている。 
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「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（内閣府（防災担当）策定）から抜粋 

 

（５）マネジメント支援の位置付け 

災害対応業務は、「刻々と変化する状況に応じる」、「優先順位の高い業務を対象と

する」、「必要な人的・物的資源を確保する」、「様々な主体と調整する」、「事態が

適切に推移しているか確認する」ことが必要となる。 

一方で、被災市町村においては、様々な事態が発生しており、その対応に忙殺され

てしまうため、「業務の遂行を計画・管理するマネジメント業務」についても受援対象

業務として位置付けることが必要である。 

応援職員によるマネジメントの支援を受ける場合でも、業務の意思決定者は原則的

には被災市町村職員であるが、業務の進め方の方針構築、業務実施の準備、業務実施

中の進捗管理、新たな応援要請等については、応援職員がその機能を補佐し、円滑な

業務実施を図ることが可能である。 

なお、「群馬県災害時受援・応援計画」においても、被災市町村における災害対応業

務のマネジメント支援も「受援・応援対象業務」として位置付けているところである。 
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【参考】 

 
「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（内閣府（防災担当）策定）から抜粋 

 

 

  


